
防衛装備庁公示第２８０号

令和７年３月６日

令和７年度非常用糧食（レトルトパウチ類）の品質試験等申請要領

令和７年度非常用糧食の品質試験等を申請する者は、下記に基づき資料等を提出して

ください。

分任支出負担行為担当官

防衛装備庁調達事業部

調達総括官

河 合 寿 士

記

１ 非常用糧食の品目及び仕様書等

別表のとおり。

２ 申請できる者の資格

申請できる者は、次に掲げる事項のすべてに該当する者とする。

（１） 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条及び第71条の規定に該当し

ない者であること。

（２） 令和７・８・９年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の製造」の

関東・甲信越地域の競争参加資格（以下「競争参加資格」という。）を有する者

であること。

（３） 防衛装備庁の「入札及び契約心得」及び契約条項等を熟知の上、契約を締結す

ることが可能であること。

（４） 大臣官房衛生監、防衛政策局長又は防衛装備庁長官から「装備品等及び役務の

調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者

でないこと。

（５） 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者で

あって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と

契約を行おうとする者でないこと。

３ 申請に必要な提出資料等

申請者は、別表の品目ごとに次の資料等を提出すること。

（１）令和７年度非常用糧食の品質試験又は資料審査申請書（別紙）

（２）資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し

（３）材料証明書（製造者所定のもの）

（４）製造工程表（製造者所定のもの）

（５）包装材料証明書（製造者所定のもの）

（６）試験試料（製品見本）及び社内試験成績表（製造者所定のもの）

申請者は、試験試料として製品見本30個及び社内試験成績書を提出すること。

ただし、希望する品目において、次に掲げる条件に該当する者は、当該試験



資料及び社内試験成績表の提出を免除とし、本試験は資料提出の確認による資料

審査とする。

令和２年度以降、希望する品目又は希望する品目と同等な品目の品質試験に合

格し、材料証明書及び包装材料証明書に示す品質並びに製造工程表に変更のない

者。該当する者は３（１）から（５）の資料を提出すること。

（７）細菌（分析）試験の実施及び報告

ア 試験試料

申請者は、３（６）で提出した試験試料のうちで、官側が実施する品質試験（恒

温試験）を実施し、合格したものの交付を受けること。

イ 申請者は、当該交付を受けた試験試料について、速やかに公的検査機関に、昭

和34年12月28日厚生省告示第370号の「容器包装詰加圧加熱殺菌食品」の規格基

準に定められている細菌（分析）試験を依頼し、その結果資料を提出すること。

ウ 交付の時期及び結果資料提出の時期については別途示す。

エ 試験の省略は認めない。ただし、大型クラッカー及びパンは、細菌試験に替わ

り、水分活性試験を行うこと。

（８）大腸菌群試験の実施及び報告

ア 本試験は、ふりかけについてのみ実施する。

イ 申請者は、３（６）で提出した試験資料のうちで、官側が実施する品質試験

（恒温試験）を実施し、合格したものの交付を受けること。

ウ 申請者は、当該交付を受けた試験資料について、速やかに公的検査機関に、

デソキシコレート寒天平板培養法による試験を依頼し、その結果資料を提出する

こと。

エ 本試験の省略は認めない。

オ 交付の時期及び結果資料提出の時期については、別途示す。

（９）過酸化物価試験の実施及び報告

ア 本試験の省略は認めない。ただし、白飯を除く。

イ 申請者は、３（６）で提出した試験試料のうち、経年変化品質試験用として官

側が保存しているものの交付を受けること。

ウ 申請者は、当該交付を受けた試験試料について、速やかに公的検査機関に、「衛

生試験法・注解（日本薬学会編）2020」に基づく食品成分試験法・変質試験のう

ち、過酸化物価試験を依頼し、その結果資料を提出すること。

エ 交付の時期及び結果資料提出の時期については別途示す。

４ 申請期間

令和７年３月６日から令和８年３月３１日までの、土曜日、日曜日及び祝日を除く

毎日、午前１０時から午後５時まで。ただし、正午から午後１時までの時間を除く。

５ 品質試験等に関する問い合わせ及び申請書等提出先

防衛装備庁調達事業部需品調達官付調達第３班

03(3268)3111 内線35433

６ 提出資料等の審査等

（１）申請者は、提出資料等の作成に必要な仕様書の貸出を受けることができる。貸出

先は５に同じとする。

（２）申請者は、防衛装備庁の担当者から提出資料等について説明を求められた場合に



は、説明しなければならない。また、追加資料等の提出を求められた場合には、正

当な理由がある場合を除き資料を提出しなければならない。

（３）申請者は、防衛装備庁の担当者から製造体制の調査のために工場等（下請負者の

工場を含む。）に係る調査のための協力依頼があった場合には、当該工場等への立

ち入りを含め調査に協力しなければならない。

（４）提出資料等により、品目毎に、契約の円滑な履行能力の有無を審査する。

７ 品質試験及び資料審査結果の通知

申請者には、品目毎に品質試験及び資料審査の結果を通知する。

８ 品質試験及び資料審査結果が不合格となった者に対する説明

（１）品質試験及び資料審査結果が不合格となった者は、分任支出負担行為担当官に対

して、不合格となった理由について、結果の通知をした日の翌日から起算して５日

（休日（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第１条に規定する行

政機関の休日をいう。以下同じ。）を含まない。）以内に、書面をもって説明を求

めることができる。

① 窓口 ５に同じ

② 時間 土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前１０時から午後５時まで。

ただし、正午から午後１時までの時間を除く。

（２）分任支出負担行為担当官は、前号により説明を求められたときは、前号の最終日

の翌日から起算して５日（休日を含まない。）以内に書面により回答する。

９ 再苦情の申し立て

（１）８（２）の説明に不服のある者は、８（２）の書面を受け取ってから７日（休日

を含まない。）以内に、書面により分任支出負担行為担当官に対して再苦情の申し

立てを行うことができる。

① 窓口 ５に同じ。

② 時間 ８（１）②に同じ。

（２）分任支出負担行為担当官は、再苦情の申し立てをされたときは、前号の最終日の

翌日から起算して７日（休日を含まない。）以内に書面により回答する。

10 資料等の提出に当たっての留意事項

（１）資料等の作成、提出、説明及び６（３）の調査への協力に要する費用は、申請者

の負担とする。

（２）提出された資料等は、原則として返却しない。

（３）提出された資料等は、申請者に無断で他の目的で使用しない。

（４）提出された資料等に変更が生ずる場合には、速やかに変更の届出を行わなければ

ならない。

11 申請者の義務等

（１）申請者が契約相手方とならなかった場合は、貸与した仕様書を返却しなければな

らない。

（２）申請者は、貸与した仕様書について、複製及び第三者に開示・漏洩してはならな

い。



12 その他の注意事項

（１）当該品質試験及び資料審査に合格することが、１の品目の入札に参加するための

要件とする。

（２）今年度の入札に参加を希望する者は、３に示す資料等を令和７年５月３０日の午

後５時までに提出すること。

（３）１の品目については、過去の調達実績等に基づき記載しているため、今後必ず調

達があることを保証するものではない。また、今後、追加又は削除を行うことがあ

る。なお、品名の一部変更及び仕様書が改定される場合がある。



別 紙

令和 年 月 日

防衛装備庁調達事業部需品調達官 殿

会 社 名

所 在 地

代 表 者

令和７年度非常用糧食の品質試験申請書

品質試験
※

下記の品目についての を申請します。
資料審査

記

１．品目

２．当該品目の製造工場

所在地

工場名

３．連絡責任者

会 社 名

所属部署

所 在 地

電話番号

※品質試験又は資料審査を選択



別 表

非常用糧食の品目及び仕様書等

仕様書番号：ＧＱ－Ｎ１７００５３、非常用糧食通則，０１改

３（８） ３（９）

官側が試験

品
質
試
験

（
恒
温
試
験

）

細
菌

（
分
析

）
試
験

水
分
活
性
試
験

1 陸 非常用糧食，牛肉じゃが ○ ○ ○ ○

2 陸 非常用糧食，豚スタミナ丼 梅しそ ○ ○ ○ ○ ○

3 陸 非常用糧食，鶏だんご野菜あんかけ 野菜 ○ ○ ○ ○ ○

4 陸 非常用糧食，鶏と根菜のうま煮 おかか ○ ○ ○ ○ ○

5 陸 非常用糧食，かつお野菜煮 わさび ○ ○ ○ ○ ○

6 陸 非常用糧食，さばみそ煮 野菜 ○ ○ ○ ○ ○

7 陸 非常用糧食，さんま味付け 梅しそ ○ ○ ○ ○ ○

8 陸 非常用糧食，さんま甘露煮 たまご ○ ○ ○ ○ ○

9 陸 非常用糧食，いわししょうが煮 ○ ○ ○ ○

10 陸 非常用糧食，メキシカンタコライス 鮭わかめ ○ ○ ○ ○ ○

11 陸 非常用糧食，ビーフシチュー ○ ○ ○ ○ ○

12 陸 非常用糧食，牛角煮カレー 鮭わかめ ○ ○ ○ ○ ○

13 陸 非常用糧食，牛ひき肉のキーマカレー かつお昆布 ○ ○ ○ ○ ○

14 陸 非常用糧食，ベーコンポテト ○ ○ ○ ○ ○

15 陸 非常用糧食，ボロニアソーセージ ○ ○ ○ ○ ○

16 陸 非常用糧食，ベジサーモン 梅 ○ ○ ○ ○ ○

17 陸 非常用糧食，さばと大豆のトマト煮込み 梅しそ ○ ○ ○ ○ ○

18 陸 非常用糧食，ナポリタン ○ ○ ○

19 陸 非常用糧食，スタミナ麻婆豆腐 梅しそ ○ ○ ○ ○ ○

20 陸 非常用糧食，酢豚 ○ ○ ○ ○

21 陸 非常用糧食，とり根菜煮 かつお昆布 ○ ○ ○ ○ ○

大
腸
菌
群
試
験

（
デ
ソ
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シ
コ
レ
ー

ト
寒
天
平
板
培
地

）

過
酸
化
物
価
試
験
　
※
白
飯
を
除
く

本文中の記載箇所 ３（７）

細菌（分析）試験

公的検査機関

No. 要求元 種　類

ふ
り
か
け
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種
類

大
型
ク
ラ

ッ
カ
ー

パ
ン

白
飯


